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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

 

 

 

 

総務部 

総務課関係       新庁舎記念式典開催事業費 ・・・・・・・・・・・・・ １ 

情報伝達システム整備事業費 ・・・・・・・・・・・・ ２ 

自主防災組織支援事業費 ・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

多機能消防資機材整備事業費 ・・・・・・・・・・・・ ４ 

 

 

企画財政課関係     役場庁舎跡地整備事業費 ・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

移住定住推進事業【総括表】 ・・・・・・・・・・・・ ６ 

ふるさと納税推進事業費 ・・・・・・・・・・・・・・ ７ 
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「ハートのまち」移住定住奨励金 ・・・・・・・・・・ ９ 

空家等総合対策事業費 ・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

              

 

税住民課関係     オリジナルナンバープレート事業費 ・・・・・・・・  １１  

 

 

健康福祉部 

福祉課関係       障がい者基本計画等推進事業費 ・・・・・・・・・・ １２ 
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介護医療課関係     子育て支援医療費支給事業費 ・・・・・・・・・・・ １６ 
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健康意識啓発事業費【国保】 ・・・・・・・・・・・ ２０ 
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介護保険事業計画策定事業費【介護】 ・・・・・・・ ２２ 

保険給付費【介護】 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 
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健康児童課関係     育児用品購入助成事業費 ・・・・・・・・・・・・・ ２５    
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プロジェクト推進課関係    新庁舎建設事業費 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ４１ 

新庁舎環境整備事業費 ・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

宇治田原山手線整備促進住民会議助成金 ・・・・・・ ４３ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  新庁舎記念式典開催事業費 

予 算 額 １，４２９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 令和２年７月下旬に開庁を控え、それに先駆けて竣工式典を実施し、

住民や近隣自治体の方などへ披露するとともに庁舎移転の周知を行うべ

く記念式典を開催する。 

 

〈内 容〉 

 ■竣工式 

日 時：令和２年６月２７日（土） 

  場 所：大字立川小字坂口地内 新庁舎玄関前 

  式 典：式辞、建設事業の概要説明、祝辞、来賓紹介、除幕式及び

くす玉割、記念撮影、内覧会等 

  招待者：約３００名 

      町内者：区・自治会長、自治功労者、町議会議員、各種団

体・協議会の長、教育委員及び学校関係者等 

      町外者：京都府知事、近隣自治体の首長及び議長、京都府

関係者、地元選出の国会議員・府議会議員等 

      篤志者、地権者、工事等施工関係者 

 

■開庁式 

日 時：令和２年７月２７日（月） 

場 所：新庁舎玄関前 

式 典：テープカット、挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 総務部 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  情報伝達システム整備事業費 

予 算 額 ４２，７７４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 平成２７年度に策定した『宇治田原町情報伝達システム整備基本構想』

に基づき、引き続き屋外長距離スピーカー（防災用スピーカー）を整備

することにより、Ｊアラート等の緊急情報の即時かつ広範囲な情報伝達

を図る。 

 

〈内 容〉 

携帯電話網を活用した長距離スピーカーの整備 

【整備予定地域】新庁舎周辺・湯屋谷・銘城台・緑苑坂 

 

〈経 過〉 

平成27年度 ・『宇治田原町情報伝達システム整備基本構想』策定 

平成28年度 
・ＩＰ告知システムを整備（６施設＝役場、田原小、宇治

田原小、維孝館中、総合文化センター、保育所） 

平成29年度 
・ＩＰ告知システムを整備（住民体育館） 

・長距離スピーカー整備に係る調査設計を実施 

平成30年度 

・ＩＰ告知システムを活用した長距離スピーカーを整備 

（田原小、宇治田原小、維孝館中、総合文化センター） 

・携帯電話網を活用した長距離スピーカーを整備 

（奥山田ふれあい交流館、高尾公民館） 

令和元年度 
・携帯電話網を活用した長距離スピーカーを整備 

（郷之口、荒木、南、禅定寺、立川、湯屋谷、奥山田） 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 総務部 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 自主防災組織支援事業費 

予 算 額 ２，０８２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、

区等の単位で発足した自主防災組織に対し、安心安全活動補助金を支給

し、地域の実情に応じた安心安全活動を各地区自主防災組織が自ら行え

るよう支援する。   

 

〈内 容〉 

■自主防災組織安心安全活動補助金 

  ①防災対策  

世帯数に応じた額に土砂災害警戒区域の箇所数を加算した額を

上限に資機材・備蓄物資の整備、防災訓練実施経費、人材育成費

等を助成（補助率 ２／３） 

 

  ②防犯・交通対策 

    防犯・交通安全に係る資機材整備費等を助成 

   （上限額 １００，０００円 補助率 １／２） 

 

■町から各地区自主防災組織への物品支給 

 

■自主防災組織による自主防災訓練の支援や非常用持出品等の啓発 

 

〈経 過〉 

・平成１７年１１月  自主防災組織検討委員会を設置 

 ・平成１８年 ８月  自主防災リーダー発足 

 ・平成２０年 ４月～ 町内全１１地区で自主防災組織が順次発足 

 

 

 

 

 

担 当 課 総務部 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  多機能消防資機材整備事業費 

予 算 額 ８，８４３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 消防団設備整備費補助金 他  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

風水害をはじめとするあらゆる自然災害への対応を想定し、消防団車 

両等更新計画に基づき、多機能型消防車両等の整備を行い、消防力の充

実・強化を図る。 

 

〈配備品〉 

■多機能型消防車両 

消防団第２分団第５部（緑苑坂） 

（装備品） 

①通常の消火資機材 

②救助・救急機材（チェーンソー、AED、救急セット） 

 

 ■ＡＥＤの更新（銘城台、郷之口、緑苑坂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 総務部 総務課 電 話 ８８－６６３１ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  役場庁舎跡地整備事業費 

予 算 額 ３，７３８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 防災・安全交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

新庁舎への移転に伴う公共施設の跡地利用の方針に基づき、役場庁

舎跡地（荒木）を売却するにあたり必要な調査等を行う。 

  

〈内 容〉 

■アスベスト調査業務  １，１００千円 

役場庁舎跡地の建物のアスベスト（石綿）の含有の有無について、

調査を行った上で、解体後の売却か建物込での売却かの判断を行う。 

 

■測量・登記調査業務  ２，６００千円  

  役場庁舎跡地を売却等するにあたり、底地の整理及び町道の整備

等を行うため、測量及び登記を行う。 

 

【参 考】 

令和元年１２月議会において、「役場」「保健センター」「子育て

支援センター」の跡地の利用の方向性について報告。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 総務部 企画財政課 電 話 ８８－６６３２ 



 

- 6 - 

令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  移住定住推進事業【総括表】  

予 算 額 － 千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 
地方創生推進交付金 

移住促進事業費補助金 

 

事 業 内 容 
〈趣 旨〉 

 「人口減少・移住定住対策」の一環として、移住定住に資する事業

をパッケージで推進する。 

〈内 容〉 

移住定住に関する主な取り組み内容 
予算事業名・ 

予算額 
個 別 
事業費 

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
し
か
け 

「ハートのまち」「うじたわらいく」を

使ったプロモーション広告展開  継続 

｢ハートのまち｣

移住定住プロモ

ーション事業 

2,638千円 

 

 

(1,180) 

既移住定住者の情報提供の場、SNS(※×

ページ参照)・WEB発信によるPR  拡充 

(910) 

 

町内在勤者へのアプローチ    新規 (－) 

｢ハートのまち｣PR自治体との連携、町内

民間の「ハートのまち」PR支援  継続 

(470) 

府移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭとの連携、都市圏等での

移住希望者向けセミナー参画等  継続 

(78) 

町の特産物や地域ブランドを全国に発信

し、関係人口(うじたわらファン)の増に

つなげるふるさと納税の推進   拡充 

ふるさと納税推進事業 

49,992千円 

受
け
皿
づ
く
り 

移住希望者向け｢うじたらいく｣お試し住

宅の運営            継続 

空家等総合対策

事業 

5,730千円 内 

(365) 

空家バンクの運営・拡充に向けた取組 

(宅建業協会、司法書士会と連携) 継続 

(279) 

支
援
制
度 

住宅を新規に取得する移住定住者への奨

励金交付(「近居」「子育て家庭支援」

対象拡充)           拡充 

｢ハートのまち｣

移住定住奨励金 

4,500千円 

(4,500) 

住宅金融支援機構との協定に基づく「フ

ラット35」併用者への金利優遇策  継続 

－ 

京都府移住促進条例に基づく空家等を

活用した移住者・企業等への支援 継続 

空家・耕作放棄地活用 

移住促進事業 5,600千円 
 

担 当 課 総務部 企画財政課 電 話 ８８－６６３２ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  ふるさと納税推進事業費 

予 算 額 ４９，９９２千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

ふるさと納税を通じて、地域ブランドのＰＲとまちの知名度アップ、

地域産業の活性化を図るとともに、寄附の増収により次世代を担う子

どもたちのための事業に活用する。 

さらに、地域の強味を掘り起こし・創出により地域創生の鍵である

地域ブランド力を高めることで、シビックプライド※ 

 醸成を推進する

とともに、関係人口(うじたわらファン)の増加に寄与する。 

（※ シビックプライド：自らが住んでいるまちに誇り・愛着を持つこと） 

〈内 容〉 

■ ふるさと特産品拡充（掘り起こし、公募） 

■ サイト拡大による発信力を強化、円滑な特産品拡充・寄附の拡大

を図るための事務委託検討 

〈経 過〉 

 [平成２９年度] 

・ クレジットカード決済導入 

・ 特産品拡充（３１事業者、１３１品目） 

[平成３０年度] 

・ 特産品拡充（４８事業者、２１０品目） 

・ ポータルサイト「さとふる」での寄附受付開始 

[令和元年度] 

・特産品拡充（５０事業者、２４０品目超＊随時受付可に制度変更） 

・ポータルサイト８サイト拡充 

〈寄附金額の推移〉 

年 度 件 数 金  額 

平成27年度 19件 755,000円 

平成28年度 113件 2,444,000円 

平成29年度 1,151件 21,585,452円 

平成30年度 2,684件 42,775,000円 

令和元年度(1月末現在) 5,275件 86,089,121円 
 

担 当 課 総務部 企画財政課 電 話 ８８－６６３２ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 「ハートのまち」移住定住プロモーション事業費  

予 算 額 ２，６３８千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 地方創生推進交付金 

事 業 内 容  〈趣 旨〉 

まちづくり戦略(第２期地域創生総合戦略)に掲げる

移住定住対策のため、「ハートのまち」「うじたわら

いく」を前面に打ち出したシティプロモーション(地域

資源や魅力を高め、戦略的・効果的に内外へ発信する

ことによるイメージ向上)をより積極的に進める。 

 

〈内 容〉 
取り組み 内       容 事 業 費 

①移住定住プロモ

ーション  継続 

移住定住のためのｺﾝｾﾌﾟﾄ「うじたわらいく」

のＰＲ媒体を活用、広告を展開 

1,180千円 

 

②移住者プラット

フォーム  新規 

移住者の受入れ、定住に向けた情報共

有の場を新たに形成 

100千円 

③SNS(※)・WEB発信

によるPR  拡充 

移住定住者の“今”の発信支援、移住

定住専用ポータルサイト運用・連携 

810千円 

 

④ハートのまち商品開発

への支援  継続 

民間の「ハートのまち」ＰＲによるプ

ロモーションの好循環を支援 

450千円 

⑤ハートのまちＰＲ自治体

との連携  継続 

ハートのまちを標榜する自治体等との

連携 (連携協力包括協定等)を推進 

20千円 

 

⑥町内在勤者への 

ｱﾌﾟﾛｰﾁ    新規 

工業団地立地企業等の従業員に向けた

移住定住・子育て支援制度等のﾌﾟﾚｾﾞﾝ 

－ 

※「出前講座」で対応 

⑦その他   継続 府主催の移住ｾﾐﾅｰ等への参画継続等 78千円 

 ※ SNS(ｿｰｼｬﾙ・ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ・ｻｰﾋﾞｽ)：Facebook、Twitter等の、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを介して
関係を構築できるスマートフォン・パソコン等のWEBサービスの総称。 

〈これまでの経過等〉 

 H28年度 「ハートのまち」シティプロモーションの開始 

庁内「いいところプロモーション・プロジェクトチーム」会議、大

学生との連携によるハートのまちＰＲ、ふるさと納税特産品拡充 等 

 H29年度 「移住定住施策の元年」としての新たな取り組み 

移住定住パンフレット『“ちかいっ”宇治田原町』他作成、移住希

望者への伴走支援、移住者向け助成制度開始 等 

H30年度～ パッケージでの移住定住施策のさらなる推進 

「ハートのまち」商品開発支援、「うじたわらいく」移住定住ポー

タルサイト・ＰＲ媒体作成、都市圏や住民発信の広告事業 等 

担 当 課 総務部 企画財政課 電 話 ８８－６６３２ 

[H30作成  

移住定住ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾎﾟｽﾀｰ] 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 「ハートのまち」移住定住奨励金 

予 算 額 ４，５００千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 きょうと地域連携交付金 

事 業 内 容  〈趣 旨〉 
 新たに本町に移住定住を希望する子育て世帯等が、町内の新築物件
の取得もしくは中古物件を購入し移住した場合に奨励金を交付するこ
とで、本町へのＩターン・Ｕターンのほか、定住の促進を図る。 

〈対象者の主な要件 改正予定〉※現行制度：H29.4.1～R2.3.31時限 
（１）令和２年４月１日以降に本町に転入又は町内世帯から新たな世

帯を構成するために転居し、本町の住民基本台帳に記録された、
世帯構成員全てが４９歳以下の世帯(単身者のみの世帯を除く)も
しくは３世代同居となる世帯(転入者にあっては、転入の日から過
去１年以内に本町の住民基本台帳に記録されたことがない者) 

（２）令和２年４月１日以降に住宅の新築または住宅の購入契約を締
結した方で、当該課税年度の市町村民税に滞納がない者 

（３）新築または購入した住宅に５年間を超えて居住しようとする者 

〈奨励金のスキーム 改正予定〉 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ H30.4.1～住宅金融支援機構と「相互協力に関する協定書」を締結、「フ

ラット３５」併用による金利優遇策を開始 

→ 上記スキーム図の網掛けが対象世帯(H30実績:2件、R元12月末:3件) 

〈事業期間〉 
 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで（時限３年間） 
＝「第５次まちづくり総合計画」後期基本計画、「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」第２期地域創生総合戦略の期間内の時限措置 

担 当 課 総務部 企画財政課 電 話 ８８－６６３２ 

＝ ＋ 

（優遇条件） 
新築物件の取得 
中古物件の取得 

 
(一般世帯) 

一律１５万円 

（優遇条件） 
世帯員すべてが 
40 歳未満の場合 

もしくは 
３世代同居の場合 

１０万円 

一般世帯 

１５万円 

優遇世帯 

２５万円 

現
行
ス
キ
ー
ム 

改
正
ス
キ
ー
ム 

× 

新築・中古物件取得 

①世帯員すべてが 

49歳以下又は３世代

同居の転入者 

25 万円 

or 

新築・中古物件取得 

②世帯員すべてが 

49歳以下又は３世代

同居の転居(近居)者 

25 万円 

■子育て世帯要件緩和 
■「近居」支援の追加 

■
補
助
対
象

か
ら
除
外 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 空家等総合対策事業費 

予 算 額 ５，２５７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 社会資本整備総合交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 空家等実態調査・所有者意向調査を踏まえ外部委員会での協議のもと

策定した「空家等対策計画」(※以下、対策計画)に基づき、「宇治田原

空家バンク」をはじめ町内における空家等の適正な管理と利活用、さら

には移住定住を促進するための総合的な取り組みを推進する。 

 

〈内 容〉 

主な取組項目 内  容 事業費 

推
進
体
制 

宇治田原町空家等
対策協議会(法定
協議会)    

空家等特措法に基づく協議会により、対
策計画に基づく空家対策及び特定空家等
に対する措置の方針等を推進 

163千円 

支
援
制
度
及
び
活
用
方
策 

「うじたわらいく」
お試し住宅運営 

 

町内空家を活用した移住希望者向けの短
期間居住体験施設(H30年度整備)を運営 

365千円 

空家バンク運営 
 

H28年度に(公社)京都府宅地建物取引業
協会と締結した「空家バンク運営に関す
る協力協定」に基づくマッチングを推進 

― 

管理不全空家等除
却支援事業  

法に基づく不良住宅、特定空家等の除却
費用の一部を支援 

4,000千円 

【別事業】 
空家・耕作放棄地
活用移住促進事業 

  

京都府移住促進条例に基づく空家活用支
援を継続実施 
 
 

(5,600千円) 

そ
の
他
ソ
フ
ト
事
業 

空家発生の未然防
止、所有者による
空家活用の促進策   

  

Ｒ元年度に京都司法書士会と締結した「
空家等対策に関する協定」に基づき、空
家の所有者等からの相談対応と空家活用
を推進 

129千円 

特定空家等対策等
の推進 

  

法及び計画位置づけられる特定空家等へ
の適切な対策等のほか、既整理済の空家
等情報の更新 

600千円 

空家等利用活用セ
ミナー・相談会の
継続開催 

  

(公社)京都府宅地建物取引業協会及び
京都司法書士会と連携し、セミナー・相
談会を継続開催 
(※「ことぶき大学」とコラボレート開
催予定) 

― 

 

担 当 課 
総務部 企画財政課 

建設事業部 建設環境課 
電 話 

８８－６６３２ 

８８－６６３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  オリジナルナンバープレート事業費 

予 算 額 １,２８５千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 地方創生推進交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 原動機付自転車の宇治田原町オリジナルナンバープレートを作製・

交付することで、住民の郷土に対する誇りや愛着の醸成を図るととも

に、本町のアイデンティティを広く町内外に発信する。 

 さらに、ユニバーサルデザイン（文字・数字表記）や反射式プレー

トを採用することにより、人に優しく安全性に配慮したナンバープレ

ートとする。 

 

〈内 容〉 

 ■デザイン案の作成 

ナンバープレート製造専門業者による複数デザイン案の作成 

 ■デザインの選考 

 維孝館中学校生徒の参加、広報紙や町ホームページを活用 

■オリジナルナンバープレートの作製 

原付一種、原付二種（乙）、原付二種（甲） 

 ■ナンバープレート交付 

  既存ナンバープレートと選択制 

 

〈事業効果〉 

・住民の郷土に対する誇りや愛着の醸成 

・町の伝統・文化を広く町内外に発信 

 ・安全性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 総務部 税住民課 電 話 ８８－６６３３ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 障がい者基本計画等推進事業費   

予 算 額 ６０７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害

者総合支援法）」第８８条による障がい福祉サービス、地域生活支援事業

等に関する年度ごとの計画（事業量）とその確保のための方策を定める「

宇治田原町第６期障がい福祉計画」を策定する。 

※ 計画期間：令和３年度～令和５年度（３か年計画） 

 

 平成２９年度に策定された「宇治田原町障がい者基本計画」の中で設置

をめざすこととした「障がい者自立支援協議会」の立ち上げを行う。 

 〇協議内容 

  ・地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること 

  ・困難事例への対応のあり方に関すること 

  ・地域に必要な社会資源の開発及び改善に関すること 

  ・相談支援事業の運営評価等に関すること 

  ・その他地域の障がい福祉に関すること 

  

〈内 容〉 

   ■「宇治田原町第６期障がい福祉計画」策定 

   ・計画素案作成 

   ・パブリックコメントの実施 

 

 ■「障がい者自立支援協議会」設置 

   ・全体会議開催 

   ・運営調整会議開催 

   

 

 

 

 

 

担 当 課 健康福祉部 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  障がい者自立支援給付等事業費   

予 算 額 ２４５，７７２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 障がい者自立支援給付費等負担金 他  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者

総合支援法）に基づき、障がい者が自立した日常生活・社会生活を営むこ

とができるよう、必要となる各種障がい福祉サービス給付等の支援を実施

する。 

 

〈内 容〉 

事  項 事 業 内 容 事業費（千円） 

障がい支援区分認定 認定調査、主治医意見書、審査会委託 ６２３ 

自立支援給付 介護給付、訓練等給付 

 生活介護 

 就労継続支援（A型・B型） 

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

その他サービス費等 

１９９，７１８ 

87,250 

28,848 

29,545 

54,075 

障がい児通所給付 障がい児通所サービス
※ 

  

 児童発達支援、放課後等デイサービス等 

３１，７９５ 

自立支援医療給付 自立支援医療給付 

 更生医療、育成医療等 

８，２３１ 

補装具給付 補装具（補聴器、義肢、車いす

等）の給付 

２，８７６ 

軽・中等度難聴児支

援 

身体障害者手帳の対象とならな

い難聴児に補聴器の補助を実施 

３８ 

障がい者福祉サー

ビス等利用支援 

（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ事業） 

京都府と市町村が協調して国制

度を上回る利用者負担軽減策を

実施 

１，４９５ 

その他  障がい福祉サービスシステム保

守等 

９９６ 

 

 

 

担 当 課 健康福祉部 福祉課 電 話 ８８―６６３５ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 障がい者地域生活支援事業費   

予 算 額 １０，５４７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 障がい者地域生活支援事業費等補助金  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

 障害者総合支援法に基づき、障がい者等が自立した日常生活や社会生活

を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形

態による事業を効率的・効果的に実施する。 

 

〈内 容〉 

事  項 事 業 内 容 事業費（千円） 

相談支援事業 障がい者等からのさまざまな相談に応じ、

必要な情報の提供や助言を行う。 

１，７３０ 

成年後見制度利用

支援事業 

成年後見制度の利用が有効と認められるも

のの、親族等による申立てが見込まれない

障がい者等に対し制度の利用を支援し、障

がい者等の権利擁護を図る。 

４４４ 

日常生活用具 

給付事業 

重度障がい者等に、自立した日常生活を支

援する用具の給付を行う。 

２，８６９ 

移動支援事業 屋外での移動が困難な障がい者等に対し、

外出のための支援を行う。 
３，９４３ 

地域活動支援セン

ター機能強化事業 

創作的活動や生産活動の機会の提供、社会

との交流促進などを行う地域活動支援セン

ターへの通所を支援する。 

１２０ 

訪問入浴サービス 

事業 

訪問により居宅において入浴サービスを提

供する。 

７２９ 

日中一時支援 

事業 

障がい者等の活動の場を提供するとともに

家族の就労支援や介護者の一時的な休息を

図るため、事業所等で日中における一時的

な見守りや日常的な訓練を行う。 

５００ 

手話奉仕員等養成

事業 

聴覚障がい者への理解と知識を深め、コミュ

ニケーション支援活動への参加意欲を育て

るため、手話奉仕員養成講座 他を開催。 

１１２ 

自動車運転免許取

得・改造助成事業 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に

要する費用の一部を助成する。 

１００ 

 

 

担 当 課 健康福祉部 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 障がい者コミュニケーション支援事業費   

予 算 額 ２０１千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 障がい者地域生活支援事業費等補助金  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

障がいのある人もない人も全ての住民が思いや考えを伝え、理解し合い

地域社会で暮らしやすくなるよう、安心して共に生活ができるまちづくり

をめざす。 

  

〈内 容〉 

   ■コミュニケーション手段の利用促進に関する条例制定にむけての整理 

 ■手話通訳・要約筆記派遣 

 ■タブレットを活用した音声のテキスト化 

 ■周知啓発事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 健康福祉部 福祉課 電 話 ８８－６６３５ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  子育て支援医療費支給事業費 

予 算 額 ２４，５５０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 子育て支援医療費助成補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 
 出生から中学校修了までの子どもを対象に医療費の助成を行うことに
より、保護者負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てる環境を整
備する。 

 

〈内 容〉 
外来・入院とも、医療保険各法の規定により医療を受けた場合の医療

機関に支払う額から、一部負担２００円/月（１医療機関）を控除した額
を助成する。 

 

〈対象者〉 
町内在住の乳幼児、児童又は生徒（出生日から中学校修了まで）の保

護者 

 

〈イメージ図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 小学校 中学校 

保 護 者 ２００円 

入院費用 府制度 

外

来

費

用 

1,500円

超  
府制度 

1,500円

まで 

 
町制度 

担 当 課 健康福祉部 介護医療課 電 話 ８８－６６１０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 高齢者福祉サービス事業費 

予 算 額 １０，００９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 介護予防安心住まい推進事業費補助金 

 

事 業 内 容  

〈趣 旨〉 

 高齢者やその家族に対し、安心して生活を送るための支援を行うこと

により高齢者福祉の向上を図る。 

 

〈内 容〉 

事 業 内 容 金額(千円) 

緊急通報装置貸与

事業 

高齢者世帯等への緊急通報装置の貸与及

び緊急通報装置（光回線）設置に係る費用

助成 

649 

移送サービス事業 
公共交通機関の利用が困難な方に移送サ

ービスを提供 
700 

食の自立支援事業 
高齢者等に昼食・夕食の配食サービスを提

供 
6,906 

心配ごと相談事業 司法書士（年間６回）による相談 50 

住環境改善事業 

介護認定を受けていない高齢者の転倒防止

及び生活機能向上のための住宅改修の費

用の一部を助成 

800 

介護用品購入助成金 
介護に必要な用品購入に係る費用の一部

を助成 
800 

住宅用火災報知器

設置事業 

高齢者世帯等への火災報知器設置に係る

費用助成 
10 

介護タクシー利用

助成金 

介護タクシーを利用する際の費用の一部を

助成 
24 

介護サービス診断

書料助成金 

介護保険サービスを利用する際に必要とな

る共通診断書作成に係る費用の一部を助

成 

70 

  

担 当 課 健康福祉部 介護医療課 電 話 ８８－６６１０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  特定健康診査等実施事業費〔国民健康保険特別会計〕 

予 算 額 ８，１２６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 特定健康診査等負担金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 国保被保険者の健康の維持・改善を図るため、メタボリックシンドロ

ーム（内臓脂肪型肥満）の早期発見を目的とした特定健康診査を行い、

メタボリックシンドローム及びその予備群とされた方に対して、特定保

健指導を実施する。 
 
〈内 容〉 

 ■特定健康診査 

  実 施：綴喜医師会の医療機関へ委託 

  案 内：個別通知、広報紙等による周知 

  対 象：４０歳～７４歳の国民健康保険被保険者 

（見込者数：１，７００人） 

  健診内容：問診、診察、計測、血液・尿検査、心電図検査 等 

  自己負担：無料 

  受診期間：７月～９月、１０月(予備月) 

 

 ■特定保健指導 

  対象者抽出    

  特定保健指導  外部委託（生活習慣病予防対策事業） 

  実施状況の管理  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 健康福祉部 介護医療課 電 話 ８８－６６１０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  生活習慣病予防対策事業費〔国民健康保険特別会計〕 

予 算 額 １，９８６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 国保が実施している特定健診結果によりメタボリックシンドローム又

は予備群と判定された被保険者、健診結果及びレセプト点検などの日常

業務からわかる病状重症化の恐れがある者に対し保健指導を重点的に行

い、将来の医療費抑制につなげる。 
 

〈対象者〉 

・国保特定健診又は人間ドックによりメタボリックシンドローム又は予備群

と判定された者 

・レセプト点検等から判定された糖尿病罹患（又は罹患の恐れがある）者 

 

〈事業イメージ〉重点的な保健指導 

  

 

 

 

 

 

 

 

※糖尿病は進行すると命に係わる合併症を引き起こすが、生活習慣（食生活等）に 

起因することが多く、生活習慣指導（改善）により重症化を防ぐことが可能。 

 

〈実施方法〉 

 対象者の抽出 ⇒ 特定保健指導（外部委託） ⇒ 保健指導フォローアップ⇒

 実施状況（結果）の管理 
 

〈実施時期〉 

・特定保健指導（4月～※前年度健診結果による継続指導分）⇒ 

特定健診（7月～9月・10月(予備月）) ⇒ 結果返戻(9月～毎月) ⇒ 

特定保健指導(R2年度分)開始(10月～) 

 

担 当 課 健康福祉部 介護医療課 電 話 ８８－６６１０ 

   

【対象者】 

メタボリックシンド 

ローム又は予備群 

 

【対象者】 

糖尿病を罹患している 

若しくは罹患の恐れが 

ある者 

 

 

予防対策１ 予防対策２ 

生活習慣の改善・病気の予防・進行を防ぐ 

医
療
費
抑
制
に
つ
な
げ
る 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  健康意識啓発事業費〔国民健康保険特別会計〕 

予 算 額 １，２１３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 自己の健康管理のために、健診を受診した者のうち、受診時点では、

特定保健指導等の指導対象とならない又は特記すべき疾病がなく医療

機関の受診がない者に対し、今後の生活における健康意識のさらなる

啓発を目的に、健診結果等を活用した分析のもと、かかりやすい疾病

の紹介や効果的な予防方法（運動及び食事含む）等を勧奨し、健康に

対する正しい知識の習得及び意識の啓発を図る。 

 

〈内 容〉 

 ■健診結果分析・啓発チラシ作成・健診結果による対象者の階層化

・個別訪問    

 

■過去の健診未受診者等への訪問勧奨 

 

■個別訪問対象者及び健康に対する勧奨措置のない者に対し、健康意

識の啓発リーフレットの送付     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 健康福祉部 介護医療課 電 話 ８８－６６１０ 

   



 

- 21 - 

令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  後期高齢者健康診査事業費〔後期高齢者医療特別会計〕 

予 算 額 ４，２８９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ その他 ）・単 独 補助制度 名 後期高齢者医療広域連合健康診査費補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 高齢者の健康の保持増進を図るため、疾病の早期発見・早期治療を

目的とした健康診査を実施する。 

 

〈内 容〉 

 ■健康診査の実施 

  ・実 施 綴喜医師会の医療機関への委託 

  ・案 内 個別通知、窓口、広報紙等による周知、未受診者へ

の勧奨通知 

  ・健診項目 基本項目 

（問診、診察、計測、血液・尿検査、心電図検査等） 

  ・自己負担 無料 

  ・受診期間 ７月～９月、１０月(予備月) 

 

〈対象者〉 

 後期高齢者医療保険被保険者 

 ・７５歳以上の方 

 ・６５歳以上７５歳未満で一定の障がいのある方 

 

〈費用負担〉 

 国、京都府後期高齢者医療広域連合、町が健診費用を負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担 当 課 健康福祉部 介護医療課 電 話 ８８－６６１０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 介護保険事業計画策定事業費〔介護保険特別会計〕 

予 算 額 ２，５６５千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

「宇治田原町高齢者介護・福祉計画（第７期介護保険事業計画）」の

計画期間が令和２年度で終了することから、本町の保健福祉サービスの

推進や介護保険制度の円滑な運用の指針となる次期計画を策定する。 
 

〈内 容〉 

下記内容を基本的な視点とし、介護保険事業計画等作成委員会で 

協議の上、パブリックコメント（住民意見募集）等を経て策定する。 

・ 健康づくりの支援 

・ 高齢者の社会参画の促進 

・ 地域包括ケア体制の確立 

・ 介護予防の推進 

・ 介護保険事業の円滑な実施 

・ 認知症高齢者対策の推進 
  

〈策定までの流れ〉 

① アンケート調査 

② 現状把握作業（高齢者保健福祉サービス、介護保険サービス） 

③ 計画骨子（サービス目標量推計） 

④ 計画素案作成 

⑤ 計画作成委員会の開催（諮問、答申など計４回） 

⑥ 計画書冊子印刷製本 
 

〈保険料基準額〉 

３か年の介護サービスの給付額等の見込額を積算した上で策定した介

護保険事業計画に基づき、保険料基準額を算定。 

 

 

 

 

 

担 当 課 健康福祉部 介護医療課 電 話 ８８－６６１０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  保険給付費〔介護保険特別会計〕 

予 算 額 ７０３，６６６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（国・府）・単 独 補助制度 名 介護給付費負担金 他 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 要介護・要支援認定者に対し、自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な介護サービスを給付する。 
 

〈内 容〉 

 内 容 金額（千円） 

介護サービス等諸費 

要介護認定者が利用する居宅・施設

サービス、福祉用具購入、住宅改修

への給付及びケアプラン作成料 

633,565 

介護予防サービス等

諸費 

要支援認定者が利用する居宅サービ

ス、福祉用具購入、住宅改修への給

付及びケアプラン作成料 

23,973 

その他諸費 
保険給付等に関する国保連での審査

にかかる費用 
714 

高額介護サービス等

費 

所得に応じた利用負担の限度額を超

えた額を給付 
13,144 

高額医療合算介護サ

ービス等費 

利用負担の限度額が医療分とあわせ

世帯合算で年齢や所得に応じた限度

額を超えた分を給付 

2,108 

特定入所者介護サー

ビス等費 

非課税世帯の利用者が施設入所や

ショートステイで負担する食費や滞

在費について認定した限度額を超え

る額を給付 

30,162 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 健康福祉部 介護医療課 電 話 ８８－６６１０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  介護予防・日常生活支援総合事業費〔介護保険特別会計〕 

予 算 額 １９，７００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（国・府）・単 独 補助制度 名 地域支援事業交付金 

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（令和７年）を目途に、

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者が住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを続けることができるように、地域資源を活用

し地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自らの持つ能力を活か

した介護予防事業等を行う。 

 

〈内 容〉 

 ■介護予防・生活支援サービス（要支援１・２又は事業対象者） 

（12,588 千円） 

  ・訪問型サービス             

  ・通所型サービス 

  ・短時間デイサービス 

  ・介護予防ケアマネジメント 

  ・高額介護予防サービス費・高額医療合算介護予防サービス費 

 

 ■一般介護予防事業（一次・二次予防事業）  （7,112 千円） 

・元気はつらつ若返り塾 ６５歳以上の方 

・おやじエクササイズ ６５歳以上の男性 

・元気アップ教室 ６５歳以上のチェックリスト該当者 

・食の介護予防講座 ６５歳以上の方、自宅で介護している家族 

  ・その他介護予防事業 

  

   

 

 

 

 

 

 

担 当 課 健康福祉部 介護医療課 電 話 ８８－６６１０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事  業  名 育児用品購入助成事業費 

予  算  額 １，２００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度名 きょうと地域連携交付金 

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

乳児の子育てに係る保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる

環境づくりを推進することを目的として、町内などで購入したおむつ等育児用

品の購入費用を助成する。 
 

〈内 容〉 

 町内に住所を有する、満１歳未満の乳幼児を養育している者を対象に、町内

の商店等での購入分に対し、２０，０００円を上限に助成する。 

※助成上限２０,０００円のうち、１０,０００円を上限として町外の商店等で
の購入を助成対象とする。（※令和元年度拡充） 

  

  

 

 

 

 

助 成 額 乳児１人につき２０，０００円（上限） 

対象期間 

出生日から満１歳に達する日までに購入した育児用品の購入費

用（転入者は転入した日から対象児が満１歳に達する日までの

期間の購入費用） 

対象用品 

・おむつ関連用品（紙おむつ、布おむつ、おむつカバーおむつ

ライナー、おしりふき等） 

・授乳関連用品（粉ミルク、哺乳瓶、消毒グッズ、搾乳器等） 

・その他乳児の育児に必要と認められるもの（おんぶひも、 

抱っこひも、離乳食食器、衣類等） 

申請方法 

購入品の領収書・レシート（原本）を添えて、上限額までまと

めて申請 

※対象乳児１人につき年度内１回の申請に限る 

担 当 課 健康福祉部 健康児童課 電 話 ８８－６６３６ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 地域子育て支援事業費 

予 算 額 ４，５２８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 子ども・子育て支援交付金 

 

事 業 内 容  

〈趣 旨〉 

 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭への各種

育児支援を実施する。 

〈内 容〉                      

事業名 概  要 
事業費
（千円） 

地域子育て 

支援センター 

事業費 

各種子育て講座を開催し、子育て家庭の継続的・包括的

支援を行い、地域の子育て支援者の育成・連携を図る。 

場所：地域子育て支援センター、地域の公民館等 

対象：妊婦、就学前の乳幼児及び保護者等 

利用時間：平日 9:30～16:00 

■各種「広場」の開催 

あそびの広場、おでかけ広場、工作広場、食育広場 

ベビータッチ 

■サークル活動支援、多世代交流、関係機関等との連携 

■子育て情報の提供・発信、「子育てだより」発行等 

4,172 

「パパママハッピー

プロジェクト」 

子育て家庭応援 

事業費 

「親が幸せなら子どもも幸せ（パパママハッピー）」と

いう理念のもと、父親・祖父母・地域の方々等、みんな

で子育て家庭を応援する。 

■パパママ学び講座・パパの子育て支援講座の開催 

子育て講座「安心感の輪」、ペアレントトレーニング、

カウンセリング・グループワーク、ママヨガ、健康体操

お茶教室 

303 

ファミリー・ 

サポート事業費 

育児を手伝いたい方と、手助けをしてほしい方の相互支

援を行い、子育てのサポートを行う。 
 

活動日 活動時間 利用料 

平 日 
7:00～20:00 1時間 700円 

上記以外の時間帯 1時間 800円 

土・日・祝日・年末年始 1時間 800円 
 

53 

 

担 当 課 
健康福祉部 健康児童課 

地域子育て支援センター 
電 話 ８８－６６２２ 
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   令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  保育充実事業費 

予 算 額 １４０，０５２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 子ども・子育て支援交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 安心して子どもを預けることができるよう、特別加配保育士の配置、延長保

育の実施等により、保育内容の充実を図る。 

 また、乳幼児期において豊かな人間性を育むため、保育所児及び保護者を対

象に思いやりの心を育む場を定期的に提供する。 

 

〈内 容〉 

 事業名 概要 事業費（千円） 

保育所運営費 

 

 

 

 

 

 

保育所の円滑な運営と保育内容の充実を

図る。 

・令和２年度保育日数 

 293日（平日243日、土曜日50日） 

・開所時間 

 （平日・土曜日） 

  7:00～19:00（時間外保育・延長保育

含む） 

131,601 

一時保育事業費 保護者等の育児疲れ解消、急病や勤務形態

の多様化等に伴う一時的な保育需要に対

応するため一時保育を実施。 

・実施時間 

 （平日） 

 8:00～17:30の内 8時間まで 

（土曜日） 

 8:00～11:45 

8,263 

豊かな人間性を育

む保育所学び事業

費 

保育所児及びその保護者を対象に思いやり

の心を育む場を定期的に提供。 

人形劇や講演会等実施。 

188 

 

担 当 課 健康福祉部 健康児童課 電 話 ８８－６６１１ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  保育所体づくりデ茶レンジャー育成事業費 

予 算 額 １，０８５千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 このまちだからこそできる飛びぬけた保育の推進を目的として、町立保育所

に通所する児童を対象に、サーキット運動をはじめとした体育遊びを日常的に

取り入れるとともに、体育指導の専門家による体育教室や町内サッカー指導者

によるサッカー教室を実施する。 

幼児期に必要な多様な動きの体得や体力・運動能力を培うとともに、何事に

も自発的にチャレンジする意欲的な心の育成、社会適応力の発達を促すことに

より、就学後の学校生活へのスムーズな移行に繋げる。 

 

〈内 容〉 

■日常的なサーキット運動をはじめとした体育遊びの実施 

  ・毎朝、１０分程度のサーキット遊び等の実施 

   対象：２～５歳児 

  ・年齢に合わせた継続的な運動遊びを提供できるよう、専門家による職員

研修、インターネット運動遊び学習サイトによる公開講座受講 

・体育遊び遊具の設置（雲梯、平均台、鉄棒等） 

 

■運動教室 

 ・体育指導の専門家による運動教室の実施 

５月～２月の週１回 隔週 年間１４回 

対象：５歳児 

内容：マット運動、プール遊び、器械運動、縄遊び、ボール運動 等 

 

■サッカー教室 

  ・４月～６月、１０月、１１月の週１回 

  ・対象：４・５歳児 

 

 

担 当 課 健康福祉部 健康児童課 電 話 ８８－６６１１ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 妊娠・出産包括支援事業費 

予 算 額 ９９４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 母子保健衛生費国庫補助金 

 

事 業 内 容  

〈趣 旨〉 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、切れ目のない支

援を行い、育児不安や児童虐待の予防に寄与する。 
 

〈事業概要〉 

事業名 産後ケア事業 産前・産後サポート事業 

内 容 

①母体管理及び生活面の指導 

②乳房手当及び乳房トラブルに関す 

る相談及び指導 

③乳房のケア（乳房マッサージ含む） 

④母親の心理面のケア 

⑤乳児の発達及び発育に関する相談 

及び指導 

⑥乳児の体重、排泄等の観察及び保健

指導 

⑦授乳方法（手技含む具体的な指導） 

⑧沐浴方法（手技含む具体的な指導）

⑨子育て及び生活の仕方に関する 

相談及び指導 

■実施形態：訪問（アウトリーチ型） 

①妊産婦相談支援 

・妊娠・出産への不安解消 

・心身の体調不良に関する相談等 

②産後の育児支援 

・育児に関する相談 

・子育て支援情報の提供、関係機 

関との連携等 

③授乳育児相談支援 

・助産師による授乳に関する相談 

■実施形態： 

・訪問（アウトリーチ型） 

・来所相談（個別デイサービス型）

・電話相談（①及び②のみ） 

 

対象者 

産婦（産後１年未満）とその乳児（生

後１歳未満） 

※出産後の健康管理、育児等に不安や

心配があり、心身のケアや具体的な育

児手技の指導が必要である方等 

妊娠期から産後概ね１歳未満までの

妊産婦とその乳児・家族 

※妊娠、出産、育児について不安が

ある方、身近に相談できるひとがい

ない方等  

実施頻度 
一人につき３日（１日３時間以内） 

※自己負担あり 
①、②随時  ③月２回 

実施者 京都府助産師会の助産師に委託 

①助産師・保健師 

②保育士・子育て支援専門員 

③助産師 

実施時期 令和２年７月（予定） 令和２年４月 (一部実施済) 
 

担 当 課 健康福祉部 健康児童課 電 話 ８８－６６２２ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 健康増進計画等策定事業費 

予 算 額 ２，３３４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

平成２２年度に策定した現行健康増進計画は、平成２３年度から令和２年度

までの１０年間となっており、策定から５年を経過した中間年にあたる平成２

７年度に食育推進実施計画を一体化して中間評価と見直しを行った。 

健康増進計画について、令和元年度から２か年をかけて第２次（期）の計画

を策定（改定）する。 

 

〈改正内容〉 

 ・健康増進計画：健康増進法に基づいて策定 

 ・食育推進実施計画：食育基本法に基づいて策定 

 

〈計画期間〉 

 令和３年度から令和１２年度（１０年間） 

 

〈実施内容〉 

令和元年度に行った住民アンケート調査の結果を踏まえ、令和２年度は以下

の業務を行う。 

・関係団体に対する調査 

・町内関係課に対する調査 

・施策、事業の実施状況の評価及び課題のとりまとめ 

・課題の整理・抽出 

・検証可能な重点施策・数値目標の検討 

・計画骨子・素案の作成 

・パブリックコメントの実施 

・計画書及び概要版の作成・ＨＰによる公表 

担 当 課 健康福祉部 健康児童課 電 話 ８８－６６３６ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  月１ウォークチャレンジ８８００事業費 

予 算 額 ２９３千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

〈趣 旨〉 

 月１回の頻度でウォーキング事業を開催し、一人では運動に取り組みにく

い住民に定期的に歩く機会を提供することで、自身の生活習慣にウォーキン

グを継続して取り入れられるようにする。ウォーキングを継続して実施する

住民を増やし、運動の観点から健康寿命の延伸を目指す。 

 また、働き盛り世代や健康無関心層に、手軽なウォーキングを通じて、自

身の健康づくりに取り組むためのきっかけづくりを目的に、京都府が主催す

るスマホアプリを活用したインセンティヴ型の事業に参画し、ターゲットの

行動変容を促す。 
 

〈対象者〉 

 ２０歳以上の住民で、医師より運動制限を受けていない者 

 ※スマホアプリを活用したウォーキング事業は１８歳以上の住民 
 

〈内 容〉 

■月１ウォーキング講座の開催 

・健康運動指導士の指導のもと、室内における筋力トレーニングを実践し、町

内各所においてウォーキングを実施する。 

・令和２年１０月～令和３年３月の半年間で月１回講座を開催 

■ノルディックウォーキング講座の開催（休日開催） 

 ・２本のポールを使って上半身の筋肉も使い、足腰に故障を抱える方や心臓な

どの循環器系のリハビリ運動にも適したノルディックウォーキングを取り入

れる。 

・子どもから働き盛り世代、高齢者までのすべての年代を対象に運動に取り組

む機会を創出する。 

■スマホ活用型健康事業「きょうとウォーキング事業」への参画 

・京都府健康対策課が昨年度から取り組むスマートフォン用ウォーキン 

グアプリを用いた健康づくり啓発事業への参画 

・健康づくり啓発を京都府と共同実施する中で、データの収集・分析を行い、

今後の施策に反映・展開するためのパイロット事業として取り組む。 

担 当 課 健康福祉部 健康児童課 電 話 ８８－６６３６ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  妊産婦健康診査事業費 

予 算 額 ５，１６９千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府）・単 独 補助制度 名 母子保健衛生費国庫補助金  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 妊婦健康診査の費用について助成することで、妊娠に係る費用負担の軽減

を図り、出産しやすい環境づくりに努める。今年度より多胎妊婦に対して、

基本健診を６回、超音波検査を３回分追加して助成を行うことにより、単胎

に比べて健診の回数が多くなる多胎妊娠における経済的な支援を行うととも

に、多胎妊婦の健康管理の向上を図る。また産後うつの予防及び新生児への

虐待予防に寄与することを目的とし、産後の初期段階での母子に対する支援

を強化するため、今年度より産婦健康診査の費用助成及び医療機関との連携

について拡充する。 

 

〈事業概要〉 

 産婦人科診療ガイドライン（日本産婦人科学会／日本産婦人科医会学会）

を参照にした厚生労働省が示す標準的な健診に係る費用について公費負担を

行う。 

内 容 

 

 

 

■妊婦健診 

基本健診（１４回※多胎妊娠時は２０回）、血液検査、免疫検査、B群

溶血性レンサ球菌検査、HIV抗体価検査、子宮頸がん検査、超音波、H

TLV－１抗体検査、性器クラミジア検査 

■産婦健診 

実施時期：概ね産後２週間（１回目）、産後１か月後（２回目） 

実施内容：診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質

問票を利用した精神面に関する検査 

実施方法 

 

京都府・大阪府医師会、京都府助産師会に委託（委託医療機関以外を

受診する場合は償還払い） 

 

〈対象者〉 

 妊婦及び産婦（転入してきた妊産婦も対象） 

担 当 課 健康福祉部 健康児童課 電 話 ８８－６６２２ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 各種がん検診事業費 

予 算 額 ９，２９２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度名 疾病予防対策事業費等補助金  

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

 国民の死亡原因の第１位である「悪性新生物（がん）」の早期発見・早期治

療を図るため、健康増進法に基づき各種がん検診などを実施する。 

 また、特定の年齢に達した者に対し、検診費用が無料となる「がん検診クー

ポン券」を配布し、女性がん検診の啓発と受診促進を図る。 

 

〈内 容〉 

種 別 対象者・検診期間 検 診 内 容 費 用 

前立腺がん

検診 

55歳以上の男性 

個別検診４か月間 

腫瘍マーカー 

ＰＳＡ検査 
無料 

胃がん 

検診 

40歳以上 

集団検診２日間 
問診、胃部Ｘ線間接撮影 500円 

大腸がん 

検診 

40歳以上 

集団検診２日間 
問診、免疫便潜血反応検査 200円 

乳がん 

検診 

40歳以上の女性 

集団検診３日間 

個別検診４か月間 

問診、マンモグラフィ 

(乳房Ｘ線撮影) 

40歳代   600円 

50歳以上 400円 

子宮がん 

検診 

20歳以上の女性 

個別検診４か月間 

問診、内診、ＬＢＣ法 

（液状細胞診） 
800円 

肺がん 

検診 

40歳以上 

集団検診２日間 

問診、胸部Ｘ線画像撮影、

喀痰検査（必要時） 
無料 

結核検診 
65歳以上 

集団検診２日間 
肺がん検診と同時実施 無料 

※生活保護世帯、住民税非課税世帯、70歳以上は無料 

担 当 課 健康福祉部 健康児童課 電 話 ８８－６６３６ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  公共交通利用推進事業費 

予 算 額 ９，１５７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 地方創生推進交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

宇治田原町地域公共交通検討委員会にて検討・決定した公共交通の方

針に従い、本町の公共交通（路線バス・町営バス等）の利用促進を図る

とともに、「宇治田原町地域公共交通会議」にて今後の公共交通体系に

ついて対策・検討を行う。 

 

〈内 容〉 

■利用促進対策 

・公共交通セミナー開催 

・小学校MM（モビリティマネジメント）教室開催 

・デコレーション車両の運行（七夕、クリスマスなど） 

・奥山田への路線バス延伸に係る補助 

・路線バス補助券の発行 

・町営バス「なごみ号」更新 

 

■地域公共交通会議での検討 

○公共交通の利用促進 

・自由乗降区間の利便性の向上 

・利用促進イベントの企画 

○これまでの取組みの検証 

・利用者アンケートの実施、分析、検証 

 

〈経 過〉 

・平成２８年度 宇治田原町地域公共交通検討委員会（会長：井上学

氏）において今後の公共交通の方針として「宇治田原

町の今後の公共交通のあり方」を決定。 

・平成２９年度～令和元年度 

方針に基づき、小学校ＭＭ（モビリティマネジメン

ト）教室やイベント開催などの利用促進事業を実施。

宇治田原町地域公共交通会議を設置。 

担 当 課 建設事業部 建設環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  町営バス運行事業費 

予 算 額 １１，２２９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 きょうと地域連携交付金 

 

事 業 内 容  

 

 

〈趣 旨〉 

 住民の日常的な交通手段を確保するため、町営バスを運行し、住民福

祉の向上を図る。 

 

〈運行日〉 

・月曜日から金曜日（祝日、８月１４日～８月１６日及び１２月２８

日～翌年１月４日を除く） 

〈ルート及び便数〉 

①禅定寺～銘城台（１１便／日）②立川～銘城台（１３便／日） 

③高尾（６便／日）※週２回（火・金） 

※令和２年７月ダイヤ改正（新庁舎へのアクセス） 

  

〈利用実績〉 

平成２３年度 １５，５７６人  平成２４年度 １４，０１１人 

平成２５年度 １２，６３０人  平成２６年度 １４，２５３人 

平成２７年度 １４，９２３人  平成２８年度 １５，４６２人 

平成２９年度 １５，４５１人  平成３０年度 １５，７６８人 

令和 元 年度 １３，２２９人（１月末現在） 

※ 平成２９年８月まで福祉バスとして運行。 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 建設事業部 建設環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 一般廃棄物収集事業費 

予 算 額 １６，０６０千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 「燃やすごみ」及び「資源物（ペットボトル・缶）」の収集運搬の一

部を業務委託する。 

 

〈内 容〉 

 委託する品目及び地域、収集日 

 ■燃やすごみ 

A地域（月・木）、B地域（火・金） 

 

 ■資源物（ペットボトル・缶） 

  A地域（第１・３水曜） 

  B地域（第２水曜） 

 いずれもパッカー車１台分 

 

〈その他〉 

 令和元年度～令和４年度の複数年契約（令和元年度は準備期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 建設事業部 建設環境課 電 話 ８８－６６３９ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 新市街地連絡道路整備事業費 

予 算 額 １３７，０００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 社会資本整備総合交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

安全で災害に強い道路整備を計画的に進め、新市街地ゾーンと既存集

落とを結ぶ新市街地連絡道路を整備する。 

    

〈内 容〉 

■連絡道路整備工事                 （単位：千円） 

路線名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

贄田立川線 

 

 

大字贄田 

  立川 

 

道路築造工事 

 Ｌ＝３００ｍ 

 

 

120,000 

国   費： 48,000 

町    債： 64,800 

繰 入 金：  6,300 

一般財源：    900 

 

排水対策工事 

 

大字荒木 

 

排水対策工事 

 

 

 

17,000 

 

町  債： 15,300 

一般財源： 1,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 建設事業部 建設環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 町道新設改良事業費 

予 算 額 ７５，６３４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 地方創生道整備交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

住民生活の利便性、安全性、快適性を確保するために、町道の計画

的な整備を図るとともに、住民生活に密着した生活道路の整備改良を

行う。 

 

〈内 容〉 

■道路拡幅改良工事                 （単位：千円） 

事 業 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

地方創生道整備 

（郷之口末山線他） 

 

大字郷之口 

  高尾 

 

道路改良 

 

36,300 

国  費：18,150 

町  債：16,300 

繰 入 金： 1,500 

一般財源:   350 

 

短期改良計画 

 

大字南 

岩山 

   

 

側溝改良 

 

 

15,000 

 

町   債：13,500 

繰 入 金： 1,500 

 

奥山田天神社線 

 

大字奥山田 

 

法面改良 

 

3,000 

 

町  債： 3,000 

 

集落内生活道路

改良 

 

全域 

 

道路改良、側溝改良、 

路肩改良、舗装改良等 

 

 

21,104 

 

町  債：18,800 

繰 入 金： 2,000 

一般財源：  304 

 

【参 考】地方創生道整備交付金事業（令和２年度～令和５年度） 

全体事業費：８７，４５０千円（延長：１ｋｍ） 

          令和３年度  ２２，０００千円 

令和４年度  １４，０００千円 

令和５年度  １５，１５０千円 

担 当 課 建設事業部 建設環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  道路施設長寿命化修繕事業費 

予 算 額 ２６，０８２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 防災・安全交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 道路施設（橋梁、舗装）の経年劣化が進んでいることから、道路施設

の長寿命化修繕計画に基づき、計画的な補強、修繕及び補修工事を行っ

ていくことで、道路施設の安全を確保する。 

 

〈内 容〉 

■橋梁長寿命化修繕工事               （単位：千円） 

橋梁名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

長尾橋 

他 

 

大字奥山田 

他 

 

 橋梁修繕工事 

  補修設計 

 橋梁点検 

 

16,000 

 

国  費： 8,800 

町  債： 6,400 

一般財源：   800 

 

 

 

■道路舗装修繕工事                 （単位：千円） 

路線名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

荒木竜王線 

他  

 

大字南 

他 

 

 

 舗装修繕工事 

 

 

10,000 

 

 

町  債：9,000 

一般財源：1,000 

 

 

 

  

担 当 課 建設事業部 建設環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 町営住宅管理費 

予 算 額 ４，７１４千円 新規継続の別 拡 充 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 社会資本整備総合交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

町営住宅（天皇団地・岡之薮団地・馬道団地）３８戸の日常的な管理 

を行うとともに、住宅の長寿命化に資する効率的な維持管理を実施する

ため平成２６年に策定した「宇治田原町公営住宅等長寿命化計画」の改

定を行う。 

   

〈内 容〉 

・宇治田原町公営住宅等長寿命化計画（改定） 

 ・明渡しに伴う住宅器具等修繕 

 ・小修繕 

  

担 当 課 建設事業部 建設環境課 電 話 ８８－６６３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  新庁舎建設事業費 

予 算 額 ２４０，５５６千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 次世代育成支援対策施設整備交付金  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

老朽化や耐震性能不足の問題を抱える役場庁舎について、平成28年9

月に決定した建設地に災害発生時の拠点施設としての機能を併せもつ、

新たな庁舎を建設するために必要な事業を実施する。 

 

〈内 容〉 

 ■新庁舎建設工事（庁舎棟・保健センター棟・車庫倉庫棟) 

 ■新庁舎建設工事監理業務（庁舎棟・保健センター棟・車庫倉庫棟） 

  

〈事業期間〉 

 令和２年度 竣工予定 

 

〈経  過〉 

 平成２５年１２月          新庁舎建設方針 決定 

 平成２７年９月           新庁舎建設基本構想 策定 

 平成２８年９月           新庁舎建設地 決定 

 平成２８年１１月          新庁舎建設基本計画 意見具申 

 平成２８年１２月          新庁舎建設基本計画 策定  

 平成２９年２月         基本設計・実施設計委託業者決定 

 平成２９年３月～平成３０年３月 基本設計・実施設計作成業務 

パブリックコメントの実施 

 平成３０年３月         新庁舎建設基本設計 策定 

  平成３０年度          実施設計積算、用地買収 

                  新庁舎建設工事（庁舎） 

                  新庁舎建設工事監理業務委託 

 平成３１年度～令和２年度     新庁舎建設工事（庁舎・ｾﾝﾀｰ・倉庫） 

                  新庁舎建設工事監理業務委託 

   

担 当 課 建設事業部 プロジェクト推進課 電 話 ８８―６６１６ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  新庁舎環境整備事業費 

上 限 額 １４６,７８７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 新庁舎の建設移転にあたり、来庁者及び職員にとって快適で機能的な

環境を創出するとともに、行政事務の効率化による住民サービスの向上

を図るために、必要となる什器等を整備し、新庁舎へ転用する既存什器

等及び備品並びに文書を移転する。 

 

〈内 容〉 

 ■現庁舎内にある既存什器判定によって、転用可と判定されたものを 

新庁舎のバックヤード部(倉庫書庫)・会議室・理事者室を中心に転

用し、カウンター・執務室・議場については新規購入とする。 

■現庁舎、保健センター、教育委員会（総合文化センター内）、上下水

道庁舎から新庁舎まで文書の移転作業 

 ■転用する既存什器の転用元での解体、転用先での組立作業 

 ■保健センター、教育委員会（総合文化センター内）、上下水道庁舎、

新庁舎内の養生作業 

 ■現庁舎から防災各種システムの移設等 

 

〈費 用〉 

  什器             １０１,７５０千円 

  倉庫棟等その他備品       １３,０６５千円 

  移転業務                 １２,１００千円 

  防災各種システム移設等業務   １９,８７２千円 

 

〈債務負担行為〉（什器・移転業務） 

  期   間 令和元年度から令和２年度まで 

 

 

 

 

 

担 当 課 
総務部 総務課 

建設事業部 プロジェクト推進課 
電 話 

８８－６６３１ 

８８－６６１６ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  宇治田原山手線整備促進住民会議助成金 

予 算 額 ６００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 平成２６年度に、都市計画道路宇治田原山手線の早期完成に向けて住

民主体の組織が立ち上げられた。 

 今年度も引き続き当該住民組織の活動に要する経費を助成することに

より、行政としての側面支援を行う。 

 

〈内 容〉 

 ■住民会議の事業計画 

  ・啓発活動 

  ・広報活動 

  ・要望・研修活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担 当 課 建設事業部 プロジェクト推進課 電 話 ８８―６６１６ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  宇治田原山手線整備事業費 

予 算 額 ４５２,６８９千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 地方創生道整備交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 宇治田原山手線の国道３０７号線以北（滋賀県境）約１．２ｋｍと新

市街地約４２０ｍの整備を行う。 

 

〈内 容〉 

■道路新設事業                      （千円） 

路線名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

宇治田原山手線 

 

大字禅定寺 

 緑苑坂 

 

 

 

大字贄田 

  立川 

 

 

 

工事委託 

 道路新設 

 延長 L＝1.2km 

 土工 一式 

 

工事 

 道路新設 

 延長 L=0.42km 

用地買収 

 

 

110,000 

 

 

 

 

169,000 

 

 

173,516 

 

国  費： 225,500 

町  債： 204,200 

繰 入 金：   19,700 

一般財源：   3,116 

○債務負担行為   平成２９年度から令和５年度 

 

○西日本高速道路(株)との年度別工事委託協定額 

  平成２９年度～令和元年度   560,744,589円 

  令和２年度～令和５年度     405,317,512円 

総合計              966,062,101円 

  

【参 考】地方創生道整備交付金事業（令和２年度～令和５年度） 

全体事業費：781,000千円（延長：1.6ｋｍ） 

          令和３年度  110,000千円 

令和４年度  110,000千円 

令和５年度  110,000千円 

担 当 課 建設事業部 プロジェクト推進課 電 話 ８８―６６１６ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  新市街地都市公園整備事業費 

予 算 額 １５１,０００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 社会資本整備総合交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

住民の日常的な公園機能とあわせて災害時の緊急避難場所として防

災機能を有する都市公園を新庁舎建設予定地の隣接した場所に整備を

する。 

 

〈内 容〉                        （千円） 

公園名 場 所 事業概要 事業費 財 源 

 

宇治田原中央公

園 

 

大字立川 

  

 

工事 

 造成・雨水排水・ 

 電気設備 

 

151,000 

 

国  費： 60,000 

町  債： 81,700 

繰 入 金：   9,000 

一般財源：   300 

 

〈事業期間〉 

  平成３０年度～令和４年度 

 

〈スケジュール〉 

  平成２９年度      都市公園基本計画策定 

平成３０年度      都市公園基本設計・実施設計策定 

            用地取得・都市公園調整池整備 

  令和元年度       用地取得・都市公園調整池整備 

防災施設整備 

  令和２年度       敷地造成及び雨水排水・電気設備 

  令和３年度以降     施設整備及び植栽・舗装 

 

 

  

担 当 課 建設事業部 プロジェクト推進課 電 話 ８８―６６１６ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 優良茶園振興事業補助金 

予 算 額 ２５，５７７千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 優良茶園振興事業補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

宇治茶の生産振興を図るため、京都府補助事業の茶業振興対策事業を

活用し、商品価値の高い良質茶生産のための新植・改植に対する費用を

補助する。 

 

〈内 容〉 

優良品種の新植、生育おう盛な優良茶園への改植及び茶園土壌の改良

対策を行う。 

補  助  率：標準事業費の6/10以内（府40％ 町20％） 

事業実施面積 ：  10.5ha（うち大福集団茶園8.19ha） 

補助対象事業費：42,630千円（  〃  25,898千円） 

補 助 予 定 額：25,577千円（府17,052千円、町8,525千円） 

（うち大福茶園15,538千円（府10,359千円、町5,179千円））  

 

〈対象者〉 

 農業協同組合又は茶生産農家の組織する集団等 

   受益戸数：２０戸（うち大福団地６戸） 

  

〈過去３年の実績〉 

平成29年度 

事 業 費：5,016,016円、補助額3,009,000円 

受益面積：1.0ha、受益戸数８戸 

平成30年度 

事 業 費：5,451,764円、補助額2,953,000円 

受益面積：0.8ha、受益戸数７戸 

令和元年度 

事 業 費：14,905,165円、補助額8,943,000円 

受益面積：2.3ha、受益戸数９戸 

 

 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 ハートのまちのブランド米調査研究事業費 

予 算 額 ５００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 平成３０年度より国による米の生産調整が廃止され、生産者の判断に

より、需要に応じた作付を行うこととなり、米の主産地の増産等の影響

を受け、販売単価が下落し、耕作されなくなる農地が増加することが懸

念されている。そのような中で、宇治田原町産米の「ハートのまちのハ

ート米（仮）」とした商品化と学校給食等での活用も検討していくにあ

たり、協議会を立ち上げ必要な調査研究を行う。 

 

〈内 容〉 

「ハートのまちのハート米（仮）」の商品化に向けて協議会を立ち上

げ、パッケージ作成及び残留農薬等の試験を行う。 

   

 

  

 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  森林整備地域活動支援事業費 

予 算 額 ７，６５０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 森林整備地域活動支援交付金  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 森林施業の集約化及び森林施業の実施に不可欠な地域活動を確保し、

計画的かつ適切な森林整備の推進及び森林の有する多面的機能を持続的

に発揮させるため、森林整備地域活動支援交付金を活用し、森林所有者

等が行う森林境界の明確化等を支援する。 

 

〈内 容〉 

 森林境界の明確化事業に対して交付金交付 

 ※森林境界の明確化：森林施業実施に当たって、現地杭がないなど境

界が不明瞭となっている地域において、森林所有者などの関係者の

立会いのもとで、境界の測量や確認を行う作業。 

 

〈事業規模〉 

 ・森林境界の測量の実施 

１７０ｈａ×交付金単価４５千円 ＝７，６５０千円 

      

〈経 過〉 

年度 面積（ｈａ） 事業量（千円） 

Ｈ３０ １４９ ６，７０５ 

Ｒ１（見込） １３０ ５，８５０ 

  

〈交付金負担率〉 

 ・国   １／２ 

 ・京都府 １／４ 

 ・町   １／４ 

 

〈事業主体〉 

・宇治田原町森林組合 

 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  木の駅プロジェクト調査研究事業費 

予 算 額 １００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

森林整備事業の推進や町内森林資源の有効活用、地域活性化の推

進を図るため、「木の駅プロジェクト」の実現に向けた調査研究に

取り組む。 

 

〈内 容〉 

宇治田原町山の活用を考える会をはじめ林業関係団体や林業関係

者とともに、町内での木の駅プロジェクトの実現に向けた調査研究

を行う。 

  ・木の駅プロジェクト試行実施 

  ・木の駅プロジェクト実行組織設立に向けた調査研究 

 

〈経 過〉 

 平成２９年度 

   ・町内林業の状況や木材加工施設の取組研究 

   ・林地内残材の搬出実証実験 

 平成３０年度 

   ・先進地視察（甲賀木の駅プロジェクト） 

 令和元年度 

   ・林地内残材の搬出実証実験（２回） 

   

  ※木の駅プロジェクトとは 

   森林整備と地域経済の活性化を目的に山林所有者が山林で放置され

ている林地残材を、「木の駅」と呼ばれる土場に集め、製紙材料やチ

ップ、薪などの用途として販売するシステム。 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 林道整備等事業費 

予 算 額 １４，４７２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 
地方創生道整備交付金 

林道改良事業補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

林道を安全に通行出来るよう、また災害を防ぐため、既設林道の改

良や維持管理を目的に実施する。 

 

〈内 容〉 

① 地方創生道整備推進交付金事業（林道分）  １１，５００千円 

■令和２年度事業計画 

 事業箇所：大峰線 

 工事内容：ガードレール設置・法面改良 

 事業延長：Ｌ＝１５７ｍ 

 

【全体計画】令和２年度～令和６年度 

全体事業費：８３，３００千円（延長：０．９ｋｍ） 

・令和３年度  ２７，０００千円 

・令和４年度  ２２，０００千円 

・令和５年度   １２，３００千円 

・令和６年度  １０，５００千円 

 

② 林道橋点検  １，２００千円 

大峰線２箇所、１号鷲峰山線１箇所の橋梁点検を実施する。 

  

③ 林道維持修繕事業補助金  ４００千円 

森林組合管理林道について、維持管理については４割、災害について

５割の補助を実施する。  

 

④ その他の林道維持管理  １，３７２千円 

町管理林道の側溝に溜まった土砂の取り除きや軽微な維持管理（除草

・修繕等）  

 

 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 森林経営管理事業費 

予 算 額  ４，１２５千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 森林情報システム整備事業費補助金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 平成３１年４月に森林経営管理法が施行されたことに伴い、新たに森

林所有者・林業者・町による森林の経営管理を確保するため、森林環境

譲与税等の活用により、林業成長と森林の適正管理に取り組む。 

 

〈内 容〉 

■森林情報システム管理委託料    ８２５千円 

  森林情報システム（林地台帳システム）のバージョンを更新する。 

                       （全額補助金活用） 

 

■森林経営管理計画委託料    ３，３００千円 

（債務負担４，４００千円） 

  新たな森林管理制度をスタートさせるため、森林の現況調査、経営

管理委託基準、経営方針等を定めた森林経営管理計画を策定する。 

                   （全額森林環境譲与税活用） 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  有害鳥獣対策事業費 

予 算 額 ４，０８２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 
野生鳥獣被害総合対策事業補助金

市町村事務処理特例交付金  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

野生鳥獣による農林作物等の被害の軽減及び防除対策として、侵入防

止対策、被害防止捕獲等の対策に取り組み、被害の縮小に努め農林業の

活性化を図る。 

また野猿については、その被害が町内全域に及んでおり、農林業被害

のみならず生活環境への被害も生じていることから、追払い事業を実施

する。 

 

〈内 容〉 

事  業 内容等 事業費(千円) 

１ 有害獣駆除事業 

○駆除事業 

 有害鳥獣捕獲駆除対策を実施 

（宇治田原町有害鳥獣対策協議会、

綴喜猟友会宇治田原町支部等の関

係機関と連携） 

２，２２７ 

２ 有害鳥獣被害 

防止対策事業 

○狩猟免許取得等助成 

○防護柵設置補助   

（農振農用地） 

 ３５５ 

３ 追い払い事業 

プラスワン 

○野猿等の追い払い 

 （モンキードック試行） 

○被害の調査 

１，５００ 

 ※ 上記の内、３の事業主体は宇治田原町有害鳥獣対策協議会となる。 

 

  

 

 

 

 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  お茶の京都観光まちづくり推進事業費 

予 算 額 ８，５４４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 地方創生推進交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 観光振興計画を推進し、また「お茶の京都」を継承していくため、観

光振興計画に掲げる方針に沿った各種取組を展開し、本町の「観光によ

るまちづくり」の実現を図る。 

 

〈内 容〉 

■お茶の京都事業  ６，０７５千円 

  ・お茶の京都をアピールする展示会等への参加 

  ・全国茶香服大会などお茶を通じた各種体験の企画・実施 

  ・町内外イベントにおける｢日本緑茶発祥の地｣ＰＲの推進 

  ・お茶の京都ＤＭＯ分担金、ふるさとまつり実行委員会助成金 

 

■観光まちづくり会議の運営  １４６千円 

  ・観光まちづくり会議及び部会の運営、専門家招聘 

・部会におけるワークショップ開催、先進事例視察 
 

■おもてなし推進補助金  １，２００千円 

（内 容）町民や町内事業者で組織する団体等が、観光プログラムの

開発や地域資源の活用、にぎわいづくり、おもてなし力の向

上等に取り組んだ場合、その経費に対して支援を行う。 

（補助率）一般枠：補助対象経費の2分の1以内 

      公共枠：特に営利性が低く、かつ新規性が認められる事業 

          補助対象経費の10分の10 
 

■観光情報の発信  ８２３千円 

  ・ＪＡＦナビ等インターネットでの情報発信 

・観光ポータルサイトの保守・運営 

・観光パンフレットの増刷 

 

■ＪＡＦ近畿ラリー選手権支援事業  ３００千円 

 豊かな自然と歴史を有する本町をフィールドとしたラリー選手権の

開催にあたり、運営支援を進め本町の「にぎわい」づくりに努める。 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 



 

- 54 - 

令和２年度 当初予算主要事項調書 

事 業 名  お茶の京都交流拠点運営支援事業費 

予 算 額 ５，４９４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 「お茶の京都」の重点的交流拠点として位置づけられている情報・交

流拠点である「宗円交遊庵やんたん」の運営管理を地域活性化に資する

団体(＝1738やんたん里づくり会)へ委託し、地域・団体・行政が連携し

ながら観光振興計画に掲げる「観光によるまちづくり」の実現を図る。 

 

〈内 訳〉 

 指定管理者制度に基づく指定管理料  ５，２４７千円 

 機械警備委託料             １５９千円 

 消防設備保守点検委託料          ８８千円 

 

〈実 績〉 

■宗円交遊庵やんたん 

 ・来訪者数    ６，４１０ 人 

・日平均来訪者数 

    全日平均   ３４人／日 

    平日平均   ２２人／日 

    休日平均   ４８人／日 

 

※開館日数：１８９日（平成３０年６月３０日～平成３１年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  末山・くつわ池自然公園事業費 

予 算 額 １５，２３２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 
地方創生推進交付金 

豊かな森を育てる府民税市町村交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 本町の随一のレクリエーション施設である「末山及びくつわ池自然公

園」において、利用者へのサービス向上と安心安全で快適な自然とのふ

れあい空間を創出できるよう、必要な施設整備及び維持管理を実施し、

同公園の利用促進を図る。 

 

〈内 容〉 

■末山及びくつわ池自然公園指定管理料    ６５０千円 

■公園施設整備（下記参照）      １３，９５０千円 

■その他管理費等              ６３２千円 

 

〈施設整備内容〉 

 令和元年度に整備した廃池（くつわ新池）の駐車場及び多目的広場の

機能向上（安全対策）として水路工、法面保護工等を実施する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 建設事業部 産業観光課 電 話 ８８－６６３８ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  宇治田原のおいしい水道水ＰＲ事業費 

予 算 額 ９１３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 地方創生推進交付金 

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

宇治田原町のおいしい水を町内外にＰＲし、移住定住・町のイメージ

アップにつなげていく。水道水をペットボトル化し、ＰＲ商品として活

用していく。 

 

〈内 容〉 

宇治田原町の水道水をペットボトル化 

 ■仕様案  

容 器：５００ml耐熱ペットボトル 丸型（六面体） 

ラベル：シュリンクラベル（６色印刷） 

数 量：６，０００本（２４本入り段ボール・町指定デザイン） 

  

〈参 考〉 

今後の展開として、各種イベントでの配布、ふるさと納税や町内企業

等と連携することで、宇治田原町のＰＲに繋げていけるよう取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 建設事業部 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  急速ろ過機改良事業費〔水道事業会計〕 

予 算 額 １６０，６００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 宇治田原浄水場の安定的な浄水を行うため、ろ過機の更新に取り組む

。 

 

〈内 容〉 

 ■急速ろ過機更新 １台（処理能力 1,500㎥/日） 

 

〈参 考〉 

当該装置は、本町上水道事業創設時（昭和４７年）より稼働し、以後

改良・修繕を繰り返して維持管理を行っている。 

 

担 当 課 建設事業部 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  湯屋谷配水管更新事業費〔水道事業会計〕 

予 算 額 ２５，８００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 湯屋谷地区への安定的な水道水の供給を行うため、老朽配水管の更新

に取り組む。 

 

〈内 容〉 

 ■配水管更新 

石綿管φ１２５ ⇒ 高密度ポリエチレン管φ１５０ 他 

工事延長 Ｌ＝２２０ｍ  

 ■設計業務一式 

 

〈事業費内訳〉 

  配水管更新工事         ２０，４００千円 

  設計委託料            ５，４００千円 

 

〈参 考〉 

湯屋谷地区の上水道配水管については、概ね上水道創設当初に布設さ

れたものを使用している。 

そのため、老朽化による漏水も増加していることから、老朽配水管の

更新に取り組む。 

 

〈推移等〉 

  
 更新延長（ｍ） 

R1年度  300 

R2年度見込 220 

担 当 課 建設事業部 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  公共下水道（管渠）整備事業費〔下水道事業会計〕 

予 算 額 ２３９，０００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 社会資本整備総合交付金 

 

事 業 内 容 

 

〈趣 旨〉 

 「快適な暮らしと自然を守る町」をめざして、住みよいまちづくりと

田原川をはじめとする自然環境を守るため、下水道管渠整備に取り組む。 

 

〈内 容〉 

 立川地区及び工業団地内において、下水道管渠整備を行い、人口普及

率約８６％をめざして取り組む。 

 

■事業費内訳概要 

管渠詳細設計等委託料      １３，２００千円 

水道管移設補償          ７，１００千円 

管渠等建設工事        ２１８，７００千円 

 

〈推移等〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整備面積 

（ha） 

管整備延長 

（ｍ） 

整備人口 

（人） 

人口普及率 

（％） 

H30年度末 217 60,506 7,818 84.2 

R1年度末見込 261 63,209 7,995 86.1 

R2年度末見込 275 65,490 8,107 87.3 

担 当 課 建設事業部 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  小中一貫教育推進事業費 

予 算 額 １，２２３千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

義務教育９年間にわたり系統的、継続的で充実した、特色ある施設一

体（隣接）型小中一貫教育の実現に向け、さらなる事業の推進を図る。 

 

〈内 容〉 

■小中一貫教育の推進 

・平成３１年４月に設置した宇治田原町小中一貫「維孝館学園」ク

リエイト会議において、より望ましい教育環境、より充実した学校

教育を行い、「育てたい子ども像」の実現のために、３部会におけ

る協議を継続するとともに、視察研修で見地を高める。 

 〇本年度の主な協議事項 

  教育制度部会   ⇒ 教育課程の編成、教員の協働体制等 

  通学部会     ⇒ 保護者等の意見聴取に伴う原案の検討 

  地域・広報部会 ⇒ 「コミュニティ・スクール」の研修・協議 

 

・協議内容を保護者や住民に周知する中で、小単位での意見交流等

において広く意見や要望を聴き、協議に活かす。 

 

・教職員との協議に重点をおき、教育現場の取組み意識を高める。 

 

 ■小中学校における研究推進 

  ・先進事例を研究し、具体的に実現したい一貫教育のイメージを十

分検討する中で、本町のさらなる推進を図る。 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 教育部 学校教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  寺子屋「うじたわら学び塾」運営事業費 

予 算 額 １，３９８千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 地方創生推進交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 小中学生を対象に教育環境の充実や郷土愛の醸成を図り、宇治田原町

独自の地域ぐるみ・町ぐるみによる学びの向上を推進するため、町内在

住の教職員退職者や有識者及び次代を担う大学生・高校生を積極的に活

用することで、継続的に人がつながっていく学びの場を創出する。 

 

〈内 容〉 

■夏休み・冬休みに講座を開設 

  「英語」「漢字」「夏（冬）のまなび」を主なテーマとして児童・

生徒が意欲的、主体的に学ぶことができる講座を開設する。豊かな感

性を育むとともに基礎学力の向上を狙いとする。 

  

■運営協議会等を年４回開催 

  本町独自の学びの場を創出していくにあたり、町内有識者等による

運営協議会を継続して設置することで、学び塾全体の運営等への提言

を求める。 

  また、夏季・冬季の講座開設について企画調整の会議を設けること

で講座内容の充実を図る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 教育部 学校教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  小中学校長寿命化計画策定事業費 

予 算 額 ２，６００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 各地方公共団体が策定した公共施設等総合管理計画に基づき、２０２

０年までに策定することとなっている個別施設毎の長寿命化計画（個別

施設計画）のうち、教育委員会が所管する域内の学校施設等を対象とし

た「学校施設の長寿命化計画」を策定するために必要な学校施設の老朽

化状況の実態を把握するための調査を行う。 

 

〈内 容〉 

 ■対象施設 

・田原小学校   

・宇治田原小学校  

・維孝館中学校   

・学校給食共同調理場 

  

■調査内容 

 ・建築物及び建築設備の点検 

 ※計画策定については委託費に含めない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 教育部 学校教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  高校生通学費補助金 

予 算 額 ２４，２３４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 きょうと地域連携交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 高校（専修学校及び各種学校）にバス通学する生徒の保護者の負担の

軽減を図るため、通学助成を行う。 

 

〈内 容〉 

◎１学期 

■通学定期券購入の場合 

・町民税所得割額の世帯合計額が211,200円以下の保護者世帯において

は学期定期購入額を対象月数で割り戻して算出した月額（100円未満切

捨て）〈対象者割合 ５１％〉 

・町民税所得割額の世帯合計額が211,200円を超える保護者世帯におい

ては学期定期購入額を対象月数で割り戻して算出した月額に、2/3を乗

じた額（100円未満切捨て）〈対象者割合 ３０％〉 

■上記以外の場合 

学期定期購入相当額を対象月数で割り戻して算出した月額に、1/3

を乗じた額（100円未満切捨て）〈対象者割合 １９％〉 

◎８月以降 

・町民税非課税の保護者世帯においては学期定期購入額を対象月数で

割り戻して算出した月額（100円未満切捨て）〈対象者割合 １２％〉 

・町民税が課税されている保護者世帯においては学期定期購入額を対

象月数で割り戻して算出した月額に、1/2を乗じた額（100円未満切捨

て）〈対象者割合 ６９％〉 

■上記以外の場合 

学期定期購入相当額を対象月数で割り戻して算出した月額に、1/4

を乗じた額（100円未満切捨て）〈対象者割合 １９％〉 

 

〈対象者〉 

 高校等に通学する生徒の保護者（中学校卒業後３年間） 

 

 

担 当 課 教育部 学校教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名  社会科副読本「わたしたちの宇治田原町」作成事業費 

予 算 額 １，３２０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 新学習指導要領における「地域学習」の在り方を基本的視点に置き、

「緑茶発祥の地」宇治田原町の子どもたちが、宇治田原町の昔のくらし

や現在の様子を調べたり、これからの宇治田原町のことを考えたりする

学習に役立ててくれるよう、社会科副読本「わたしたちの宇治田原町」

を作成する。 

特にお茶等に関する学習や町の伝統文化や産業に関する知識を高め宇

治田原町に誇りと愛着心を持つ子どもたちの育成に寄与するとともに、

宇治田原町の将来を担う子どもたちが、宇治田原町のことをよく知り、

豊かで住みよいまちづくりについて考え、努力してくれることを期待す

るものである。 

 

〈内 容〉 

 「わたしたちの宇治田原町」作成・配布 

サイズ：Ｂ５判（カラー） 

部 数：５００部 

 

〈近年の作成経過〉 

 ・平成１８年度改訂版 ５００部作成 

 ・平成２２年度改訂版 ５００部作成 

 ・平成２８年度改訂版 ５００部作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 教育部 学校教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 奥山田化石広場整備・運営事業費 

予 算 額 ４,３５０千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 地方創生推進交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉  

「化石」をテーマとする奥山田化石広場を整備することで、自然科学

に関する広域のレクリエーション需要を充足するとともに学校教育の

一助に資する。また、自然科学教育を切り口とした地域内外の交流を

促進し、奥山田地域の活性化につなげる。  

 

〈内 容〉  

■奥山田化石広場整備事業費（4,000千円）  

奥山田ふれあい交流館前の広場をより快適な空間として活用できるよ

う整備する。 

〇築山芝張り・地先ブロック等設置工事 

 

■奥山田化石広場運営費（350千円）  

化石体験棟及び展示室（奥山田ふれあい交流館内）を利用し、化石発

掘体験の受入れ、化石教室などの交流イベントを行うことで、地域資

源を活用した魅力発信や地域内外の交流を促進する。  

○化石発掘体験  

・校外授業等の受入れ  

○イベント開催  

・化石教室（グリーンライフカレッジ）  

・おもしろ化石＆科学体験教室（大学等との連携） 

参加型展示室（イベントで採取した貴重な化石は、展示室に展示） 

○公園管理費  

・遊具等定期点検  
 

担 当 課 教育部 社会教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 総合文化センター改修事業費 

予 算 額 ５５,２４４千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名  

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

 総合文化センターさざんかホール及びロビーの空調設備を更新すると

ともに、教育委員会事務局の新庁舎移転に伴い、２階事務室に新たに自

習室等のスペースを整備し、快適な空間を提供する。 

 

〈内 容〉 

① さざんかホール及びロビー空調設備（吸収式冷温水機）更新工事 

                                   ５０，６２２千円 

                  

②事務室改修工事                ４，６２２千円 

 １.自習室・応接室等のスペース整備（安全カメラ設置含む） 

              

 ２.電話回線工事 

           ・光電話・留守番機能等の導入 

      ・回線数の整理・削減 

既存区分 電話番号 対応 

災害時優先 88-3922 廃止 

教育委員会(1) 88-5850 廃止（廃止後、音声で88-2250を案内

（3カ月間）） 

文化センター 88-5851 継続（アナログ回線→光回線に変更） 

図書館 88-5852 継続（アナログ回線→光回線に変更） 

教育委員会(2) 88-5853 廃止 

FAX 88-5333 継続（災害時優先・アナログ回線） 

                 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 教育部 社会教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 放課後児童健全育成事業費 

予 算 額 ６，２３２千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 子ども・子育て支援交付金 

 

事 業 内 容  

 

〈趣 旨〉 

家庭での必要な保護を受けることができない児童に対し、遊びや生活

の場を提供することにより、その健全な育成を図る。  

 

〈施 設〉  

田原児童育成施設   （大字郷之口、田原小学校東南側）  

宇治田原児童育成施設 （大字岩山、まるやま交流館内）  

 

〈対象児童〉  

町内小学校に在籍する小学生で下記に該当する児童  

・保護者が労働等により昼間不在となるため、家庭での必要な保護を

受けられない児童  

・保護者が疾病又は出産その他やむを得ない事情により、家庭での必

要な保護を受けられない児童  

・その他、教育長が保護を認める児童  

 

〈開設時間〉  

平日：下校時～１８時３０分  

土曜・長期休業期間：７時３０分～１８時３０分  

※土曜日のみ、合同開設  

４月～９月 宇治田原児童育成施設  

１０月～３月 田原児童育成施設  

 

〈実 績〉  

在籍児童数（Ｒ２．２．１現在） 田原 ６７人・宇治田原 ６１人 

 

 

 

 

 

担 当 課 教育部 社会教育課 電 話 ８８－５８５０ 
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令和２年度 当初予算案主要事項調書 

事 業 名 東京２０２０オリンピック聖火リレー実施事業費 

予 算 額 ３，９００千円 新規継続の別 新 規 ・ 継 続 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度 名 京都府東京2020オリンピック聖火リレー事業補助金  

 

事 業 内 容  

 

<趣 旨> 

 令和２年に開催される「東京２０２０オリンピック聖火リレー」のコ

ースとして本町が選定された。 

開催に伴い、本町における聖火リレーの円滑な実施と町内外への魅力

発信、更なるスポーツ振興を図る。 

 

<内 容> 

聖火ランナー（隊列）及び観覧者の安全を確保し、円滑にリレーを運

営するため、令和元年度に策定した警備計画に基づき警備関係資材等所

要の物品を調達する。  

 

<実施予定日> 

 令和２年５月２７日（水） 

 

<実施ルート> 

 郷之口会館前から宇治田原町総合文化センター前 

 

 

 

担 当 課 教育部 社会教育課 電 話 ８８－４５６７ 
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